
昭和四日市石油（株）四日市製油所 陸運安全協力会 
表 彰 規 程 

 （表彰の目的）       

第 １ 条 本規程による表彰は、昭和四日市石油（株）四日市製油所陸運安全協力会の会員及び会員の

所属員が安全衛生に対する努力の結果、無災害記録を達成した場合及び災害防止に顕著な

功績があった場合に表彰し、安全衛生に対する意識の高揚に資すを目的とする。 

    

 （表彰の種類）  

第 ２ 条 表彰の種類は次の通りとする。 

 (１）時間無災害表彰  

長時間無災害記録を樹立した会員に対し、３万・５万・１０万・２０万・３０万・５

０万・７０万・１００万、以後５０万時間毎に「時間無災害表彰」を行う。 

 (２）年間無災害表彰       

年間延労働時間１万時間未満の無災害の会員に対し、３年・５年・７年・１０年、以

後５年毎に「年間無災害表彰」を行う。 

 (３）特別表彰   

次の各項のいずれかに該当する功績があった場合 

①災害を未然に防止した場合 

②安全対策上の改善に著しい成果があった場合 

③誠実に業務に励み他の模範とする場合 

         

 （災害の定義）       

第 ３ 条（１）本表彰規程における災害とは、構内において負傷あるいは健康障害等により、休業者

を発生した場合をいう。      

（２）休業災害にならない場合においても、労災補償保険法による第１４級以上の身体障害

を伴う不休業災害は、休業災害並に扱う。 

  

 （表彰の欠格）   

第 ４ 条 次の場合は、本規程による表彰は行わない。 

時間無災害表彰   

（１）年度途中の入退会員 

（２）災害が発生した年度内 

    

 （表彰の審査及び決定）  

第 ５ 条 表彰の審査及び決定は、次の通りとする。  

（１）表彰の審査は、幹事会で行う。  

表彰資格の取消し  

協力会行事の参加状況、パトロール指導状況、社会的に不名誉な事故等を起こした

場合は、表彰を取り消すことがある。 

（２）表彰の決定は、会長が行う。  

     

 （表彰者） 

第 ６ 条 表彰は会長が行う。 

  

 （会社表彰） 

第 ７ 条 会社表彰規程に該当する会員を幹事会で審議決定し、会社へ表彰を具申するものとする。 



     

 （表彰の時期）    

第 ８ 条 表彰は、年１回とし、毎年通常総会で行う。ただし、特別表彰は、適宜行うことが出来る。 

     

 （その他）    

第 ９ 条 本規程の運用は、次の通りとする。    

（１）延労働時間、期間の算出は、毎年４月１日より３月３１日までの毎月の災害月報に記載

された延労働時間数と日数を集計する。   

（２）本表彰規程は、安全協力会の普通会員、準会員及び会員の所属員を対象とする。 

なお、功績が認められた場合記念品を贈る。   

（３）本表彰は、重複はしない。（特別表彰は除く）    

     

    付  則 

 （運用）    

第 １ 条 この表彰規程に基づく時間、期間の算定は、昭和５５年１２月 １日より実施する。 

 

 （施行）    

第 ２ 条 本規程は、昭和５６年１２月 １日より施行する。  

 

 （改定）    

第 ３ 条 １． 平成 ６年  ７月  １日   

 ２． 平成 ７年  ７月  １日   

 ３． 平成１１年  ４月  １日   

 ４． 平成２６年  ４月 ２３日   

 


